
らホまで）。  

また、一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所の短期入所生活介   

護又はユニット型短期入所生活介護に係る夜勤体制による減算は、当該   

施設のユニット部分又はユニット部分以外の部分について所定の員数を   

置いていない場合について施設利用者全員に対し、行われるものである   

こと。具体的にはユニット部分について夜勤体制による要件を満たさず   

ユニット以外の部分について夜勤体制の要件を満たす場合であっても施   

設利用者全員に対し夜勤体制の減算が行われることとなる。   

（例） 指定短期入所生活介護事業所を併設する指定介護老人福祉施設  

（短期入所生活介護利用者－○人、介護老人福祉施設入所者五○  

人、介護・看護職員二○人）がユニット型指定短期入所生活介護  

事業所（利用者一○人）を併設する一部ユニット型指定介護老人  
福祉施設（ユニット部分の入所者二○人、ユニット部分以外の部  

分の入所者三○人）に転換した場合において、一部ユニット型介  

護老人福祉施設のユニット部分の入所者二○人とユニット型指定  

短期入所生活介護事業所の利用者一○人を合算した入所者三○人  

に対し、二：一の職員配置で介護・看護職員を一五人配置し（ユ  

ニット型介護老人福祉施設サービス費、ユニット型短期入所生活  

介護費をそれぞれ算定）、転換前の介護・看護職員数を維持する  

ために、一部ユニット型指定介護老人福祉施設のユニット部分以  

外の部分の入所者三○人に対し介護・看護職員を五人しか配置し  

ないとすると、三：一の職員配置を満たさないため、介護福祉施  
設サービス費（三：一の職員配置）に一00分の七○を乗じて得  

た単位数を算定する。  

（7）ユニットにおける職員に係る減算について  

5の（6）を準用する。  

（8）機能訓練指導員の加算について  

注3の機能訓練指導員に係る加算については、専ら当該業務に従事す   

る常勤の機能訓練指導員が配置されることがその要件であることから、   

併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務している者については、   

たとえ常勤の職員であったとしても加算の算定要件は満たさないことに   

留意すること。ただし、利用者数（指定介護老人福祉施設に併設される   
短期入所生活介護事業所又は空床利用型の短期入所生活介護事業所にお   

いてはその本体施設の入所者数を含む。）が－00人を超える場合であ   

って、別に専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されて   

三号ロからホまで）。  

また、一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所の短期入所生活介   

護又はユニット型短期入所生活介護に係る夜勤体制による減算は、当該   

施設のユニット部分又はユニット部分以外の部分について所定の員数を   

置いていない場合について施設利用者全員に対し、行われるものである   

こと。具体的にはユニット部分について夜勤体制による要件を満たさず   

ユニット以外の部分について夜勤体制の要件を満たす場合であっても施   

設利用者全員に対し夜勤体制の減算が行われることとなる。   

（例） 指定短期入所生活介護事業所を併設する指定介護老人福祉施設  

（短期入所生活介護利用者一○人、介護老人福祉施設入所者五○  

人、介護・看護職員二○人）がユニット型指定短期入所生活介護  

事業所（利用者一○人）を併設する一部ユニット型指定介護老人  

福祉施設（ユニット部分の入所者二○人、ユニット部分以外の部  

分の入所者三○人）に転換した場合において、一部ユニット型介  

護老人福祉施設のユニット部分の入所者二○人とユニット型指定  

短期入所生活介護事業所の利用者－○人を合算した入所者三○人  

に対し、二：一の職員配置で介護・看護職員を一五人配置し（ユ  

ニット型介護老人福祉施設サービス費、ユニット型短期入所生活  

介護費をそれぞれ算定）、転換前の介護・看護職員数を維持する  

ために、一部ユニット型指定介護老人福祉施設のユニット部分以  

外の部分の入所者三○人に対し介護・看護職員を五人しか配置し  

ないとすると、三：一の職員配置を満たさないため、介護福祉施  
設サービス費（三：一の職員配置）に－00分の七○を乗じて得  

た単位数を算定する。  

（7）ユニットにおける職員に係る減算について  

5の（6）を準用する。  

（8）機能訓練指導員の加算について  

注3の機能訓練指導員に係る加算については、専ら当該業務に従事す   

る常勤の機能訓練指導員が配置されることがその要件であることから、   

併設の適所介護事業所の機能訓練指導員を兼務している者については、   

たとえ常勤の職員であったとしても加算の算定要件は満たさないことに   

留意すること。ただし、利用者数（指定介護老人福祉施設に併設される   

短期入所生活介護事業所又は空床利用型の短期入所生活介護事業所にお   

いてはその本体施設の入所者数を含む。）が一00人を超える場合であ   

って、別に専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されて  
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いるときは、その他の機能訓練指導員については、「常勤換算方法で利   
用者の数を一00で除した数以上」という基準を満たす限りにおいて、   
併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務して差し支えないこと。   
例えば、入所者数一00人の指定介護老人福祉施設に併設される利用者   

数二○人の短期入所生活介護事業所において、二人の常勤の機能訓練指   
導員がいて、そのうちの一人が指定介護老人福祉施設及び指定短期入所   

生活介護事業所の常勤専従の機能訓練指導員である場合であっては、も   
う一人の機能訓練指導員は、勤務時間の五分の一だけ指定介護老人福祉   
施設及び短期入所生活介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事し、そ   
の他の時間は併設の適所介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事する   

ときは、通所介護、短期入所生活介護及び介護福祉施設サービスの機能   
訓練指導員に係る加算の全てが算定可能となる。  

（射 看護体制加算について   

① 併設事業所について  

併設事業所における看護体制加算の算定に当たっては、本体施設に  

おける看護職員の配置とは別に、必要な看護職員の配置を行う必要が  

ある。卿  

イ働こおける看護師の酉己置に  

かかわらず、指定短期入所生活介護事業所として別に一名以上の常  
勤の看護師の配置を行った場合に算定が可能であも  

ロ働こついては、本体施設における看護職員の酉己置  
にかかわらず、㈲‡（特別養護  
老人ホームの空床利用の場合を除く。）における勤務時間を当該事  
業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数（一週間に勤務すべ  

き時間数が三二時間を下回る場合は三二時間を基本とする。）で除  

した数が、利用者の数が二五又はその端数を増すごとに一以上とな  

る場合に算定が可能である。   

②欄引こついて  

特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行う  

場合にあっては、看護体制加算の算定は本体施設である特別養護者人  
ホームと「体的に行うものとすること。見附捌こは以下のとおりとす  

る」＿  

イ働己  

置している場合は、空床利用の指定短期入所生活介護についても、  

いるときは、その他の機能訓練指導員については、「常勤換算方法で利  
用者の数を一00で除した数以上」という基準を満たす限りにおいて、  

併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務して差し支えないこと。  

例えば、入所者数一00人の指定介護老人福祉施設に併設される利用者  

数二○人の短期入所生活介護事業所において、二人の常勤の機能訓練指  

導員がいて、そのうちの一人が指定介護老人福祉施設及び指定短期入所  

生活介護事業所の常勤専従の機能訓練指導員である場合であっては、も  

う一人の機能訓練指導員は、勤務時間の五分の一だけ指定介護老人福祉  

施設及び短期入所生活介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事し、そ  

の他の時間は併設の適所介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事する  

ときは、通所介護、短期入所生活介護及び介護福祉施設サービスの機能  
訓練指導員に係る加算の全てが算定可能となる。  

算定が可能である。  
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ロ 看護体制加算（Ⅲ）については、指定介護老人福祉施設の入所者数  
と空床利用の指定短期入所生活介護の利用者数を合算した数が二五  

又けその端数を増すごとに一以上、かつ、当該合算した数を指定介  
護老人福祉施設の「入所者の数」とした場合に必要となる看護職員  

の数に一を加えた数以上の看護職員を配置している場合に算定可能  

となる。   

③ なお、①②のいずれの場合であっても、看護体制加算（Ⅰ）及び看護  

体制加算（Ⅲ）を同時に算定することは可能であること。この場合にあ  
っては、看護体制加算（Ⅰ）において加算の対象となる常勤の看護師に  
ついても、㈱こ含め  
ることが可能である。  

（10）働こついて   
① 夜勤を行う職員の数は、一日平均夜勤職員数とする。一日平均夜勤  

職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後十暗から翌日の午前五時まで  
の時間を含めた連続する一六時間をいう。）における延夜勤時間数臥  
当該月の日数に一六を乗じて得た数で除することによって算定し、小  

数点第三位以下は切り捨てるものとする。   
② 指定介護老人福祉施設の併設事業所である場合又は特別養護老人ホ  

ームの空床において指定短期入所生活介護を行う場合にあっては、指  
定短期入所生活介護の利用者数と本体施設である指定介護老人福祉施  

設の入所者数を合算した人数を指定介護老人福祉施設のり、所者楓  
とした場合に必要となる夜勤職員の数を一以上上回って配置した場合  

に、加算を行う。   

③ 一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所においては、当該事業  
所のユニット部分とそれ以外の部分のそれぞれについて区別して加算  

の算定の可否を判断することとし、ユニット部分において加算の算定  
基準を満たした場合にはユニット部分の利用者について夜勤職員配置  

加算（Ⅱ）を∴ユニット部分以外の部分において加算の算定基準を満  

たした場合には当該部分の利用者について夜勤職員配置加算（Ⅰ）を、  

それぞれ算定することとする。   
④両部ユニット型指定短  

期入所生活介護事業所のユニット部分にあっては、増配した夜勤職員  
については、必ずしも特定のユニツ＝こ配置する必要はないものとす  

るこL  

（11）㈲こついて   
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① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に  

伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指すものである。   

② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急  
に短期入所生活介護が必要であると医師が判断した場合であって、介  

護支援専門員、受け入れ事業所の職員と連携し、利用者又は家族の同  
意の上、指定短期入所生活介護の利用を開始した場合に算定すること  

ができる。本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開  

始した場合に限り算定できるものとする。  

この際、短期入所生活介護ではなく、医療機関における対応が必要  
であると判断される場合にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、  

情報提供を行うことにより、適切な医療が受けられるように取り計ら  
う必要がある。  

（∋ 次に掲げる者が、直接、短期入所生活介護の利用を開始した場合に  
は、当該加算は算定できないものであること。  

a 病院又は診療所に入院中の者  

b 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所  

中・ノ・昔  

c 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、  

特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護及  
び短期利用共同生活介護を利用中の者   

④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておく  

こと。また、事業所も判断を行った日時、医師名、及び利用開始に当  

たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておくこと。   

⑤ 七日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行  
動・心理症状」が認められる利用者を受け入れる際の初期の手間を評  

価したものであるためであり、利用開始後八日目以降の短期入所生活  

介護の利用の継続を妨げるものではないことに留意すること  

（12）若年性認知症利用者受入加算について  

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を   

中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。  

l巨  

や）栄養管理体制加算   

① 管理栄養士又は栄養士（以下「管理栄養士等」という。）について  
は、当該施設に配置されていること（労働者派遣事業の適正な運営の  

確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和六十年法  

律第八十八号）の規定による労働者派遣事業により派遣された派遣労  
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働者を含む。）。なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士等が配置  
されている場合は、当該加算を算定できないこと。   

② 特別養護老人ホームに併設される併設型措定短瓢入所生活介護事業  

所において、昭栄養士等が、併せて併設  

事業所における栄養管理を行う場合にあっては、管理栄養士等が配置  
されている本体施設及びその併設事業所のいずれにおいても算定でき  

るこL   

③ 管理栄養士等は、利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量  

及び内容の食事の提供を行うこL  

廷吐療養食加算   

① 療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師よ  
り利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事せんに基づ  

き、厚生労働大臣が定める者等（平成十二年厚生省告示第二十三号。  
以下「二十三号告示」という。）に示された療養食が提供された場合  
に算定すること。なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立表が作  

成されている必要があること。   

② 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発  

行する食事せんに基づいて提供される利用者の年齢、病状等に対応し  

た栄養量及び内容を有する治療食（糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、  
胃潰瘍食（流動食は除く。）、貧血食、膵臓病食、高脂血症食、痛風  
食及び特別な場合の検査食をいうものであること。   

③ 前記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を問わな  
いこと。   

④ 減塩食療法等について  

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取  
り扱うことができるものであるが、高血圧症に対して減塩食療法を行  

う場合は、加算の対象とはならないこと。  

また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食  

については、総量七・Og以下の減塩食をいうこと。  

廷迫療養食加算   

① 療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師よ  
り利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事せんに基づ  

き、厚生労働大臣が定める者等（平成十二年厚生省告示第二十三号。  
以下「二十三号告示」という。）に示された療養食が提供された場合  
に算定すること。なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立表が作  

成されている必要があること。   

② 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発  
行する食事せんに基づいて提供される利用者の年齢、病状等に対応し  

た栄養量及び内容を有する治療食（糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、  
胃潰瘍食（流動食は除く。）、貧血食、膵臓病食、順質異常症食、痛  
風食及び特別な場合の検査食をいうものであること。   

③ 前記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を問わな  
いこと。   

④ 減塩食療法等について  

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取  
り扱うことができるものであるが、高血圧症に対して減塩食療法を行  
う場合は、加算の対象とはならないこと。  

また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食  

については、総量六・Og未満の減塩食をいうこと。ただし、平成二   

十御七・Og以下の減塩食でも認  
めるものとすること。 

⑤ 肝臓病食について  

肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄痘食（胆石   
症及び胆嚢炎による閉鎖性黄症の場合を含む。）等をいうこと。   

⑥ 胃潰瘍食について  

⑤ 肝臓病食について   

肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄痘食（胆石   
症及び胆嚢炎による閉鎖性黄症の場合を含む。）等をいうこと。  

⑥ 胃潰瘍食について  
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声   

十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこ  

と。手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の  
大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場  

合は、療養食の加算が認められること。また、クローン病、潰瘍性大  
腸炎等により腸管の機能が低下している入所者等に対する低残さ食に  

ついては、療養食として取り扱って差し支えないこと。   

⑦ 貧血食の対象者となる入所者等について  

療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモ  

グロビン濃度が一Og／dl以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来  

する者であること。   

⑧ 高度肥満症に対する食事療法について  

高度肥満症（肥満度が＋七○％以上又はBMI（Body MassIndex）  
が三五以上）に対して食事療法を行う場合は、脂質異常症食に準じて  

取り扱うことができること。   

⑨ 特別な場合の検査食について  

特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ⅹ線検査・大腸内  
視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食品を使用した場合は、  
「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えないこと。   

⑩ 脂質異常症食の対象となる入所者等について  

療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は、空  

腹時定常状態におけるLDL   

抑ま血清中  

性脂肪値が一五○Ⅰ唱／dl以上である者であること。  

吐吐緊急短期入所ネットワーク加算   

① 緊急短期入所ネットワーク加算  

緊急短期入所ネットワーク加算は、他の指定短期入所生活介護事業  

所及び指定短期入所療養介護事業所と連携し、緊急に指定短期入所サ  

ービスを受け入れる体制を整備している事業所に緊急の利用者が利用  

した場合その利用者に対し加算する。  

ア 連携体制の単位は、以下の利用定員等を合計して一00以上を確  

保すること。  

a 指定短期入所生活介護事業所の利用定員、特別養護老人ホーム  
等に併設される指定短期入所生活介護事業所の利用定員  

b 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医  

療施設の入所（入院）者に利用されていない居室（病床）を利用  

十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこ  

と。手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の  
大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場  

合は、療養食の加算が認められること。また、クローン病、潰瘍性大  

腸炎等により腸管の機能が低下している入所者等に対する低残さ食に  

ついては、療養食として取り扱って差し支えないこと。   

⑦ 貧血食の対象者となる入所者等について  

療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモ  

グロビン濃度が－Og／dl以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来  

する者であること。   

⑧ 高度肥満症に対する食事療法について  

高度肥満症（肥満度が＋七○％以上又はBMI（Body MassIndex）  
が三五以上）に対して食事療法を行う場合は、高脂血症食に準じて取  

り扱うことができること。   

⑨ 特別な場合の検査食について  

特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ⅹ線検査・大腸内  
視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食品を使用した場合は、  

「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えないこと。   

⑩ 高脂血症食の対象となる入所者等について  

療養食として提供される高脂血症食の対象となる入所者等は、空腹  

時定常状態における血清総コレステロール値が二二Omg／dl以上であ  

る者又は血清中性脂肪値が一五Omg／dl以上である看であること。   

吐辻緊急短期入所ネットワーク加算   

① 緊急短期入所ネットワーク加算  

緊急短期入所ネットワーク加算は、他の指定短期入所生活介護事業  

所及び指定短期入所療養介護事業所と連携し、緊急に指定短期入所サ  

ービスを受け入れる体制を整備している事業所に緊急の利用者が利用  

した場合その利用者に対し加算する。  

ア 連携体制の単位は、以下の利用定員等を合計して一00以上を確  

保すること。  

a 指定短期入所生活介護事業所の利用定員、特別養護老人ホーム  
等に併設される指定短期入所生活介護事業所の利用定員  

b 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医  

療施設の入所（入院）者に利用されていない居室（病床）を利用  
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して指定短期入所生活介護又は指定短期入所療養介護の事業を行  

っている場合は、前年度の一日平均の空床及び短期入所生活介護  

又は短期入所療養介護の利用者数  

イ 連携体制を形成した事業所間において緊急的な利用ニーズの調整  

を行うための窓口を明確化していること。  

り 緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を設けている施設  
は、二四時間相談可能な体制を確保していること（夜間帯において  

は、手続の方法や制度の紹介等を行う体制を確保していることとす  

る。）。  
エ 緊急短期入所ネットワーク加算を利用した者に関する利用の理  

由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。  

オ 連携体制の確保の観点から、連携施設間で情報の共有、緊急対応  
に関する事例検討などを行う機会を定期的に設けること。   

② 緊急短期入所ネットワーク加算の対象期間  

緊急短期入所ネットワーク加算の加算対象期間は、原則として七日  

以内とし、その間に緊急受入れ後に適切な介護を受けられるための方  

策について、担当する指定居宅介護支援事業者と密接な連携を行い、  
相談すること。ただし、七日以内に適切な方策が立てられない場合は、  

その状況を記録した上で加算を引き続き行うことを認める。  

（15）在宅中重度者受入加算  

して指定短期入所生活介護又は指定短期入所療養介護の事業を行  

っている場合は、前年度の一目平均の空床及び短期入所生活介護  

又は短期入所療養介護の利用者数  

イ 連携体制を形成した事業所間において緊急的な利用ニーズの調整  

を行うための窓口を明確化していること。  

り 緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を設けている施設  

は、二四時間相談可能な体制を確保していること（夜間帯において  

は、手続の方法や制度の紹介等を行う体制を確保していることとす  

・二  、  

エ 緊急短期入所ネットワーク加算を利用した者に関する利用の理  

由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。  
オ 連携体制の確保の観点から、連携施設間で情報の共有、緊急対応  

に関する事例検討などを行う機会を定期的に設けること。   

② 緊急短期入所ネットワーク加算の対象期間  

緊急短期入所ネットワーク加算の加算対象期間は、原則として七日  

以内とし、その間に緊急受入れ後に適切な介護を受けられるための方  

策について、担当する指定居宅介護支援事業者と密接な連携を行い、  
相談すること。ただし、七日以内に適切な方策が立てられない場合は、  

その状況を記録した上で加算を引き続き行うことを認める。  

（12）在宅中重度加算  

① 夜間看護体制加算  

5の（8）イ及びハを準用する  

② 在宅中重度者受入加算   

ア ニの加算は、その居宅において訪問看護の提供を受けていた利用  
者が、指定短期入所生活介護を利用する場合であって、指定短期入  
所生活介護事業者が、当該利用者の利用していた訪問看護事業所か  

ら派遣された看護職員により当該利用者の健康上の管理等を行わせ  

た場合に対象となる。この場合の健康上の管理等に関する医師の指  

示は、指定短期入所生活介護事業所の配置医師が行うものとする。   

イ 在宅中重度者受入加算を算定するに当たっては、あらかじめ居宅  
サービス計画に位置づけた上で行うこととなるが、特に初めてこの  

サービスを行う場合においては、サービス担当者会議を開催するな  

どサービス内容や連携体制等についてよく打合せを行った上で実施  

することが望ましい。   

り 指定短期入所生活介護事業所は、当該利用者に関する必要な情報  

ア ニの加算は、その居宅において訪問看護の提供を受けていた利用   

者が、指定短期入所生活介護を利用する場合であって、指定短期入   
所生活介護事業者が、当該利用者の利用していた訪問看護事業所か   

ら派遣された看護職員により当該利用者の健康上の管理等を行わせ   

た場合に対象となる。この場合の健康上の管理等に関する医師の指   

示は、指定短期入所生活介護事業所の配置医師が行うものとする。  

イ 在宅中重度者受入加算を算定するに当たっては、あらかじめ居宅   

サービス計画に位置づけた上で行うこととなるが、特に初めてこの   

サービスを行う場合においては、サービス担当者会議を開催するな   

どサービス内容や連携体制等についてよく打合せを行った上で実施   

することが望ましい。  

り 指定短期入所生活介護事業所は、当該利用者に関する必要な情報  
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を主治医、訪問着議事業所、サービス担当者会議、居宅介護支援事  

業所等を通じてあらかじめ入手し適切なサービスを行うよう努めな  

ければならない。  

エ 指定短期入所生活介護事業所は、在宅中重度受入加算に係る業務  
について訪問看護事業所と委託契約を締結し、利用者の健康上の管  

理等の実施に必要な費用を訪問看護事業所に支払うこととする。  

オ 健康上の管理等の実施上必要となる衛生材料、医薬品等の費用は  
短期入所生活介護事業所が負担するものとする。なお、医薬品等が、  

医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療報酬を請求すること。  

「特別養護老人ホーム等における療養の給付（医療）の取扱につい  

て」（平成十四年三月十一日保医発第○三三一00二号を参照）  

（16）サービス提供体制強化加算について   

① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年  
度（三月を除く。）の平均を用いることとする。なお、この場合の介  

護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所者への介護業務（計  

画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等  

介護に関わらない業務を除く。）に従事している時間を用いても差し  

支えない。  

ただし、酔年間及び平成二十二年度以降の前年度  

の実績が六月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した  

事業所を含む。）については、届出目の属する月の前三月についてト  
常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、  

新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、四′月目以降届  

出が可能となるものであること云  

なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得  
している者とすること。   

② 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、  

直近三月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しな  

ければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、  

所定の割合を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通知  

第一の5の届出を提出しなければならない。   

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうもの  
とする。具体的には、平成二十一年四月における勤続年数三年以上の  
者とは、平成二十一年三月三十一目時点で勤続年数が三年以上である  

者をいう。  

を主治医、訪問看護事業所、サービス担当者会議、居宅介護支援事   
業所等を通じてあらかじめ入手し適切なサービスを行うよう努めな   

ければならない。  

エ 指定短期入所生活介護事業所は、在宅中重度受入加算に係る業務   

について訪問看護事業所と委託契約を締結し、利用者の健康上の管   

理等の実施に必要な費用を訪問者護事業所に支払うこととする。  

オ 健康上の管理等の実施上必要となる衛生材料、医薬品等の費用は   

短期入所生活介護事業所が負担するものとする。なお、医薬品等が、   

医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療報酬を請求すること。   

「特別養護老人ホーム等における療養の給付（医療）の取扱につい   

て」（平成十四年三月十一日保医発第○三三－00二号を参照）  
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④働こおける勤務年数に加え、   
同一法人の経営する他の介護サー ビス事業所、病院、社会福祉施設等   

においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を   

含めることができるものとする。  

⑤働酎目談   

員、介護職員、看護職員及び機能訓練指導員として勤務を行う職員を  
指すものとする  

⑥ 同一の事業所において指定介護予防短期入所生活介護を一体的に行  

っている場合においては、瑚行うこととする。  

3 短期入所療養介護費  

（1）介護老人保健施設における短期入所療養介護   

① 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定するための基準につい  

て  

この場合の短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空きベッドを  

利用して行われるものであることから、所定単位数の算定（職員の配  

置数の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に係る  

ものを除く。）・夜勤体制による所定単位数の減算及び認知症ケア加  

算については、介護老人保健施設の本体部分と常に一体的な取扱いが  

行われるものであること。したがって、認知症ケア加算については、  

6の（11）を、また、緊急時施設療養費については、6の虚生を準用す  

ること。また、注8により、施設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨  

の届出並びに認知症ケア加算の届出については、本体施設である介護  

老人保健施設について行われていれば、短期入所療養介護については  

行う必要がないこと。  

ただし、特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定した場合  

は、認知症ケア加算について算定できない。   

② 介護老人保健施設である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業  

所において所定単位数を算定するための施設基準等について  

一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所が短期入所療養介護費  

の所定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の数が、当  
該事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部分のそれぞれにつ  

いて所定の員数（三：一の職員配置）を置いていることが必要である。  

また、 一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所がユニット型短期  

入所療養介護費の所定単位数を算定するた捌こは、看護職員又は介護  

職員の員数が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のそれぞ  

3 短期入所療養介護費  
（1）介護老人保健施設における短期入所療養介護   

① 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定するための基準につい  

て  

この場合の短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空きベッドを  

利用して行われるものであることから、所定単位数の算定（職員の配  

置数の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に係る  

ものを除く。）・夜勤体制による所定単位数の減算及び認知症ケア加  

算については、介護老人保健施設の本体部分と常に一一体的な取扱いが  

行われるものであること。したがって、認知症ケア加算については、  

6の（11）を、また、緊急時施設療養費については、6の虚迫を準用す  

ること。また、注8により、施設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨  

の届出並びに認知症ケア加算の届出については、本体施設である介護  

老人保健施設について行われていれば、短期入所療養介護については  

行う必要がないこと。  

ただし、特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定した場合  

は、認知症ケア加算について算定できない。   

② 介護老人保健施設である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業  

所において所定単位数を算定するための施設基準等について  

一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所が短期入所療養介護費  

の所定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の数が、当  
該事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部分のそれぞれにつ  

いて所定の員数（三：一の職員配置）を置いていることが必要である。  

また、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所がユニット型短期  
入所療養介護費の所定単位数を算定するた捌こは、看護職員又は介護  

職員の員数が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のそれぞ  
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れについて所定の員数（三：一の職員配置）を置いていることが必要   

である（施設基準第八号）。  

③ 介護老人保健施設である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業   

所における看護職員及び介護職員の人員基準欠如等について   

一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所の短期入所療養介護費   

に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算   

は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部分のどちら   

か一方で所定の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合に行わ   

れるものである。ユニット型短期入所療養介護費に係る看護職員又は   

介護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体   

と当該事業所のユニット部分のどちらか一方で所定の員数（三：一の   

職員配置）を置いていない場合に行われるものであること（職員配置   

笠基準第凶号イ）。  

また、夜勤体制による減算は、当該施設のユニット部分又はユニッ  

ト部分以外について所定の員数を置いていない場合について施設利用   

者全員に対し行われるものであること。具体的にはユニット部分につ   

いて夜勤体制による要件を満たさずユニット以外の部分について夜勤   

体制の要件を満たす場合であっても施設利用者全員に対し減算が行わ   

れることとなる（夜勤職員基準第二号）。  

④ 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）若しくは介護老人保健施   

設短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニット型介護老人保健施設短期入所   

療養介護費（Ⅲ）若しくはユニット型介護老人保健施設短期入所療養介   

護費（Ⅲ）を算定する介護老人保健施設（以下この号において「介護療   

養型老人保健施設」という。）‘における短期入所療養介護について   

イ 所定単位数の算定区分について  

介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護について、適   

用すべき所定単位数の算定区分については、それぞれの算定区分に   

係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさなくなっ   

た事実が発生した月の翌月に変更の届出を行い、当該月から、介護   

老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）又はユニット型介護老人保健   

施設短期入所療養介護費（Ⅰ）を算定することとなる。   

ロ 介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基   

準及び夜勤職員基準について   

a 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有す  

れについて所定の員数（三：一の職員配置）を置いていることが必要   

である（施設基準第八号）。  

③ 介護老人保健施設である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業   

所における看護職員及び介護職員の人員基準欠如等について  

一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所の短期入所療養介護費   

に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算   

は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部分のどちら   

か一方で所定の員数（三：－の職員配置）を置いていない場合に行わ   

れるものである。ユニット型短期入所療養介護費に係る看護職員又は   

介護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体   

と当該事業所のユニット部分のどちらか一方で所定の員数（三：－の   

職員配置）を置いていない場合に行われるものであること（通所介護   

費等の算定方法第四号イ）。  

また、夜勤体制による減算は、当該施設のユニット部分又はユニッ   

ト部分以外について所定の員数を置いていない場合について施設利用   

者全員に対し行われるものであること。具体的にはユニット部分につ   

いて夜勤体制による要件を満たさずユニット以外の部分について夜勤   

体制の要件を満たす場合であっても施設利用者全員に対し減算が行わ   

れることとなる（夜勤職員基準第二号）。  

④ 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅲ）若しくは介護老人保健施   

設短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユモット型介護老人保健施設短期入所   

療養介護費（Ⅱ）若しくはユニット型介護老人保健施設短期入所療養介   

護費（Ⅲ）を算定する介護老人保健施設（以下この号において「介護療   

養型老人保健施設」という。）における短期入所療養介護について   

イ 所定単位数の算定区分について  

介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護について、適   

用すべき所定単位数の算定区分については、それぞれの算定区分に   

係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさなくなっ  

た事実が発生した月の翌月に変更の届出を行い、当該月から、介護   

老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）又はユニット型介護老人保健   

施設短期入所療養介護費（Ⅰ）を算定することとなる。   

ロ 介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基   

準及び夜勤職員基準について  

a 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有す  
る病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者  

齢   

る病院又は一般病床若しく  は療養病床を有する診療所の開設者  
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